
 

大和市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する
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大和市条例第１０号 

大和市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等

に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 （大和市市税条例の一部改正） 

第１条 大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３０条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「小型軽自動車」

を「小型自動車」に改め、「の種別割（以下「種別割」という。）」を削る。 

第３０条の２を削る。 

第３１条（見出しを含む。）、第３２条（見出しを含む。）、第３３条の見出し及び同

条第１項並びに第３４条の見出し並びに同条第１項から第３項まで、第５項及び第６

項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第３５条第２項中「第４４３条第３項ただし書」を「第４４３条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第６項中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。 

第４２条第１項第３号中「、法第３２８条の７第１項又は法４５４条」を「又は法

第３２８条の７第１項」に改める。 

附則第９項から第１１項までを削る。 

附則第１２項の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項第１号中「法第

４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項第２号中「令和４年４月１日から令和８

年３月３１日」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日」に、「種別割」を「軽

自動車税」に改め、同項第３号中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に、「令和

４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分の種別割」を「令和８年度分の軽自動車税」に改め、同項第４号を

削り、同項を附則第９項とし、附則中第１３項を第１０項とし、第１４項から第２５



 

項までを３項ずつ繰り上げる。 

（アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別

割の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

種別割の特例に関する条例（昭和３３年大和市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

題名を次のように改める。 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車

税の特例に関する条例 

第１条中「の種別割（以下「種別割」という。）」を削る。 

第２条見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「種別割」を「軽自動車

税」に、「第４６３条の１８第１項」を「第４５１条第１項」に改める。 

第３条及び第４条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

２ 第１条及び第２条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定中軽自動車税に関

する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

３ 施行日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割に

ついては、なお従前の例による。 

４ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 


